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第6章　世界の ITS動向

　本章ではITS Japan国際委員会及び事務局（国際グループ）の活動の中から得られた
世界のITS動向について概観すると共に、ITS Japanの国際活動実績を特集として紹介
する（自動運転に関する国際活動に関しては第5章を参照）。

　
　昨年の年次レポートで少し触れた内容であるが* ¹、本
年は海外で導入検討が先行しているRUCについてやや詳
しく紹介したい。まずRUCの特徴を簡単に述べると、自
動車利用者*²に代表される道路利用者が、消費した* ³燃
料の量ではなく、走行した距離に応じて利用料金を負担す
るという概念である* ⁴。料金支払のベースとなる走行距
離計測の方法は、車両の距離計（オドメータ）を目視して
書類へ記入するものなど様々存在するが、本稿ではGPS
などのITS技術を用いたRUCに絞って紹介したい。

　走行距離に応じた通行料金の考え方は、既に日本におい
ても有料高速道路料金の中で導入されているが、RUCは
有料道路のように出口／入口や料金所間の区間通行だけで
はなく、広義または究極的には、一般道走行まで課税の対
象が広がり、自動車走行で消費するガソリンや軽油などへ
の揮発油税（以後「燃料税」）を代替するものである。
　RUC導入は技術面よりも政治面のハードルが遥かに高
く、日本では2009年の石油連盟提言* ⁶、2019年度税制改
正議論の一部、そして2022年の政府税調における検討（と

これに対する日本自動車工業会（自工会）からの反対表明*⁷）
などの議論がこれまでにもあるものの、本格的な導入検討
へは進んでいない。
　減少一方である燃料税の代替に加え、カーボンニュー
トラル対策や自動車税制効率化を見直す為のデジタル化

（DX）を駆使した手段としても RUC 導入は有益であり、
先行する海外と同様に日本においても活発な導入議論や検
討*⁸が望まれると筆者は考える。下にその理由となる点
や導入に際し留意すべき点、海外での導入や導入検討事例
を記す。

1）RUC導入の必要性と優位性：

（1）財源の確保（ITS推進・道路整備を含む一般財源）
　財源の位置付けや重要性として分かりやすい例は、昭和
初期から検討され1954年度（昭和29年度）から施行された

「道路整備費の財源等に関する臨時措置法」である。道路
利用者負担つまり受益者負担的性格を有するいわゆる道路
特定財源であるが * ⁹、2009年度（平成21年度）に一般財
源化された。燃料税は一般財源化後も財源として現在も間
接税収入の中で最大であり、日本の租税と政府支出全体に
おいて重要な地位を占めている。つまり一般財源化された
今日では、燃料税の減少は道路整備だけでなく他の政府支
出分野にまで影響を及ぼすことを意味する。

　言うまでもないが、日本では近年の人口減少や若者の車
離れの他、約四半世紀前から公害対策を端緒とした低燃費
車（ガソリン車）の普及、約四半世紀前からガソリン高騰
対策や地球温暖化配慮としてのハイブリッド車（HV）の

¹ 昨年はカーボンニュートラル対応の一つとして、ITS年次レポート2023年版第6章1,2）項　167−168頁で紹介した。
² 運転手に限らず、車両保有者や車両運行管理者、間接的にはバスやタクシーなどの乗客としての自動車利用者も含む。
³ 厳密には燃料は消費する前の購入時点で納税している。
⁴ 米国ではRUCと共にMBUF（Mileage Base Usage Fee）と呼称されることもある。
⁵ www.toi.no Challenges in implementation of road user charging in Norway: Trond Foss, Senior adviser SINTEF
⁶ Bloomberg, https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2009-10-15/KRJPKG1A1I4H01, 他
⁷ 日本経済新聞 2022年11月18日朝刊、その他

　1. 特集： RUC（道路利用課金又は道路利用者課金：Road Use / 
Usage又はUser Charge）

図表6－1　 ITS技術を使ったRUC機器の例：
ノルウェー産業技術研究所（SINTEF）資料* ⁵から
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−1．道路舗装損耗や道路空間専有に対する公平な費用負
　　　担：
　道路舗装の損耗度は車両重量や車軸数により異なり、ま
た、交通渋滞の原因とも関係する道路の空間的専有は車長
により異なるため、日本ではこれらを考慮した自動車重量
税、高速道路料金*¹⁰は、車種区分により異なる料金制度
となっている。
　一方、重量税は走行距離に関係なく毎年一定額が課税さ
れ、高速道路の車種区分も、特にEV車に顕著な車両重量
増を車種区分料金へ反映することが困難であることや、自
動二輪と軽自動車では車種は異なるが料金が同じ場合があ
ることなど、利用者負担の公平性維持が困難となっている
状況である。
　燃料税では不可能な車両別の重量や車軸数の把握がRUC
では可能であるため、費用負担の公平性確保の点で、従
来の重量税賦課による方法よりも優位であることは明らか
であり、また燃料税と重量税を一本化することで租税の簡
素化も図ることができる。なお本稿で詳細は触れないが、
RUCでは車両諸元やデータの改ざんを防ぐ為のセキュリ
ティ対策が根本的に重要であることは言うまでもない。

−2．交通対策手段として応用
 　道路整備や維持管理の為の費用は企業会計などで把握で
きるが、上で述べた環境対策費用*¹¹や交通安全、交通事
故処理や渋滞対策費用等は外部費用と位置付けられ、これ
ら道路利用における外部費用もRUCで賄うことが望まし
いと考えられる。（交通事故も渋滞も走行距離に発生数が
比例すると仮定できる。）交通対策手段として代表的なも
のには横断歩道、道路標識や交通信号機などがあるが、次
に、ITS（特に路車間通信）を用いたRUC導入により効率
的な導入が可能になると思われる交通対策をいくつか挙げ
る。

a）交通事故自動通報による救急など交通安全の高度化
　既に欧州で2018年4月以降の新車に搭載が義務付けられ
ているeCall端末と同様な事故自動通報システム（ACN：
Automatic Collision Notification）の搭載が、日本ではまだ
義務化されていないが、将来においてRUC機器と通信手
段を共有することができれば、利用者の機器費用負担を下

急速な普及、そして最近の地球温暖化防止を念頭におい
た、政府や自治体による新車販売目標も伴う電気自動車の
台頭により、燃料税による税収がもはや将来に渡り持続可
能な財源でないことは明らかとなっている。
　RUCは燃料税に代わる道路整備・維持の財源確保の切
り札として、海外で導入または導入検討が進んでいる。特
に米国は、日本と異なり現在も人口が増加しその結果自動
車利用も増加しているが、一方の燃料税は減少し、これは
道路の整備や維持が持続できなくなることへ直結するた
め、事態は日本よりも深刻に受け止められている。これに
より米国におけるRUC検討は世界の中でも先行している。

（2）地球温暖化防止など環境対策
　特に欧州ではRUCを地球温暖化防止目的など、大気汚
染者による費用負担手段とする意義が米国よりも高いよう
である。日本においてもクリーンエネルギー新車購入時に
補助金や自動車税の減免などがあるが、RUCではこれら
既存の補助金や課税減免を、排出ガス基準に応じた料金距
離単価へ反映することで実現できる。これによりガソリン
車などからEVなど環境配慮車への乗換購入インセンティ
ブの継続を図ることが可能と考えられる。
　先進的な検討としては、排ガスだけではなく、タイヤ粉
塵のPM2.5やマイクロプラスティックなどの環境負荷物
質についても、装着タイヤのデータを走行距離に加え利用
することにより、排出者負担の原則に応じたRUCの走行
距離単価へ将来反映することも考えられる。

（3）道路利用に関する費用の公平な負担
　上の（2）における排出ガス等も本項の一部ではあるが、
それ以外に、

図表6－2 （小、中、大は小型車、中型車、大型車の略）

 ⁸例えば次のURLにおける民間シンクタンクなどでも検討と報告が既に行われているが、本稿では自動運転だけではない
   ITS技術の活用によるRUC実現性の高まりを強調したい。次の文献他を参照している。
   https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/other/pdf/11353.pdf
   https://www.mizuho-rt.co.jp/publication/report/2020/mhir20_car_02.html
 ⁹  税務大学校 研究部教授 倉信 隆弘「我が国における揮発油税の沿革に関する一考察」、
   国税庁HP https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/14/123/hajimeni.htm[2024/03/27 19:53:57]
¹⁰ 車重ではなく、車両の形状、排気量などの規格、乗用・貨物の種別などで車種区分を行っている。
¹¹ 上で述べていない道路交通の騒音や振動対策費用もある。
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げることにもつながり、普及の契機となることが考えられ
る。
b）交通流最適化による円滑な交通
　RUCで用いる路車間通信（V2I）で得られる車両通行情
報（プローブデータ）を、交通信号制御用などに活用する
ことができる。また、道路上や路側に設置されたセンサー
から得られる交通データを、車両からのプローブデータで
代替することができれば、路上・路側センサーの整備・維
持管理費を低減させることも可能である。本稿執筆時点で
既に米国では、ループ感知器などの道路に設置された車両
センサーの代わりに、車両からの情報をトリガーに動的に
信号機の制御を行う実証実験が行われている*¹²。
c） 時間帯別料金による交通渋滞・環境対策：ダイナミッ
　ク・プライシング
　日本でも2021年の東京オリンピック開催時の首都高速
道路及び現在の東京湾アクアラインの一部区間で実施され
ている、利用時間で通行料金を可変させ交通需要を変化さ
せる渋滞・混雑緩和策であるが、この対策が高速道路の区
間だけではなく、一般道に対しても有効となる。しかし一
般幹線道のみからの料金徴収とする場合は、生活道路など
も使った幹線道迂回走行の増加が予想されるため、カメラ
設置による迂回車の取締り強化や、路線単位ではなく区域
単位での対策（下のd））との組合せが必要であろう。
d）区域による交通渋滞・環境対策：コードン（エリア）・
　プライシング
　英国ロンドンで市内の交通渋滞・混雑対策のため2003
年から導入され、現在では大気汚染対策 (ULEZ=Ultra 
Low Emission Zone)を目的として導入されているものが
有名である（エリアが世界最大）。車両のナンバープレー
トを要所交差点に設置したカメラで自動認識し車両を特定
する方式を用いており、料金も排気ガスを出す車両へは一
律（12.5ポンド/日）となっている。カメラ方式ではなく
RUCとの併用などによる導入の場合は、道路へのカメラ
設置などの監視設備設置を少なくすることが可能であるほ
か、一律料金ではなく段階的・可変的な料金設定が可能と
なる。（なお、ロンドンではRUCは導入されていない。）　
ULEZの効果は大気汚染の減少で市民の健康状態が改善す
ることだが、ロンドン交通庁(TfL)の試算では2050年ま
でに約1兆円（50億ポンド）の医療費が節約されるとして
いる*¹³。 
　しかしULEZへの反対意見は現在でも多くあるようで、
導入に当たっては様々な考慮が必要のようだ。（理由等は
後述）
 

e） 災害発生時の車両への情報提供／車両からの情報提供
　 RUC が V2X の役割を果たすことが可能であれば、洪
水、道路冠水、大雨、降雪、積雪などの災害危険情報を、
センター側から車両の位置情報に基いて情報提供が可能と
なる。また車両側からセンターに対し、ワイパー動作に基
づく降雨情報やABS動作に基づく路面凍結情報などの提
供も可能となる。

f）自動運転車への運行支援
　e)と同じくRUC機器をV2X機器として、自動運転車両
への交通信号情報提供や、路側センサーによる横断歩行者
検知システムなどと組合せた自動運転支援が可能となる。

2）RUC導入に際し留意すべき点

　1）（3）で燃料税や重量税の代替としてのRUCの公平性
を述べたが、特にダイナミック・プライシングやコード
ン・プライシングなどとRUCを併用する場合には、下の
ような利用者に対する料金設定の配慮や工夫が必要であ
る。

（1）自動車利用がやむをえない道路利用者への配慮
　体が不自由な人や、鉄道やバスなどの公共交通が利用不
可能又は困難な地域の住民の自動車利用など、自家用車利
用が生活に欠かせない道路利用者に対し、負担増加となら
ないような料金への配慮が必要である。
　また前出の道路利用時間帯によって料金を変動させるダ
イナミック・プライシングや、コードン・プライシングを
併用する場合は、道路利用時間を変更できない利用者の負
担が通常（又は従来）よりも増えないようにすることが必
要となる。ロンドンのULEZコードン・プライシングは料
金を0時～24時を課金対象の1日としているため、夜間21
時に出勤し明朝6時に帰宅する夜勤者は、翌日が休みの場
合は2日分の支払いとなってしまうという問題があり、是
正が望まれているようである。

図表6－3　（左）コードン内に設置されたカメラ　
　　　　　　　　（右）ロンドン市のULEZ告知パンフレット

¹²  “Texas demonstration uses C-V2X tech to request green light for passenger vehicles” Texas demonstration uses C-V2X tech to 
request green light for passenger vehicles | Traffic Technology Today

¹³  Traffic Technology International : March 2024 (mydigitalpublication.co.uk) 
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　パトカーや救急車、消防車などの緊急用車両による道路
利用も、その利用目的が公的かつ緊急であり、やむをない
という理由からRUC料金への配慮が必要であろう。

（2）高所得者以外の道路利用者への配慮
　ガソリン車と比較して未だ高額なEV車や低燃費・低排
ガス車への買い換えが困難な道路利用者に対し増税となら
ぬよう、例えば支払能力に応じた段階的な料金などの配慮
が必要となろう。ロンドンではこの配慮欠如によりULEZ
への反対者が多く、図表6−3（左）の黒色で位置が示され
るカメラは、その多くが反対者によって壊された又は布を
被されて機能を失ったカメラであるとのことだ* ¹⁴。

（3）路線バスなどの公共交通車両利用者への配慮
　後述する自家用車から公共交通への利用移行を促進す
るためにも、RUCにおいては料金への配慮が必要であろ
う。但し、バス利用者も支払い運賃の中で燃料税に代わ
るRUCの料金負担を行うという基本的な考えは変わらず、
配慮するのは排ガスなどへの環境対策や交通対策に係る料
金部分である。

（4）物流車両への配慮
　前述の緊急車両などと同様に、災害時の緊急物資輸送の
ための物流車などへは料金の配慮が必要となるであろう。
またRUC導入時には、現行の燃料税や重量税などからの
急な増税とならぬような措置も一時的には必要となるかも
しれない。

3）海外での導入及び導入検討事例

　RUCは技術的にはITSを使用せずとも実現可能な制度
ではあるが、GNSS や路車間通信などのITSの技術利用で
飛躍的にその実現性が高まる。DSRC（専用短距離路車間
通信）やANPR（自動車両ナンバープレート読取装置）方
式単独では、その路側機器の設置数がRUCでは膨大にな
らざるを得ないことから、GNSSと例えばETC2.0など既
存の機器との併用などが、整備費用を考慮する場合は適し
ている。
　次に示す事例では、主に ITS 特に GNSS を使う場合の
RUCを中心に紹介する。

（1）米国
A）米国運輸省連邦道路局（FHWA）
　連邦政府から各州または地域に対し、2016年から下の2

つのプログラムにてRUCに対する実証実験や導入検討へ
の資金提供が行われている。
i） 2016年～2021年：FAST法（Fixing America’s Surface 

Transportation Act）における STSFA プログラム 
（Surface Transportation System Funding Alternatives: 
陸上交通輸送システム代替財源）

　［予算規模］5年間で95百万ドル
ii） 2022年～2026年：超党派インフラ法（BIL=Bipartisan 

Infrastructure Law）における SIRC プログラム 
（Strategic Innovation for Revenue Collection：戦略的
革新による歳入徴収）

　 ［予算規模］5年間で75百万ドル
　下の図表6−4はSTFSAパイロットへの参加州であり、
8 州を除く全ての州が、規模や進展度合いは異なるもの
の、連邦からの資金を受けRUC導入を検討している*¹⁵。

B-1） RUC America
　2013年にWRUCC（Western RUC Consortium: 西部
RUCコンソーシアム）としてオレゴン州とカリフォルニア
州が中心となり結成された団体が、20州までメンバー州
を増やし（図表6−4における青色の州）、2022年にRUC 
Americaと名称を変更した。

　RUC Americaは過去約10年間で蓄えられた知見に基づ
き、燃料税からRUCへ段階的移行のためのガイドライン
となるべき10年計画を2022年12月に発表している*¹⁶。
　移行段階は実施前段階、開発段階、運用段階、評価段
階の4つ、実施シナリオとして、全置換（全乗用車対象）、
ハイブリッド展開（電動車と代替燃料車の乗用車のみが
RUC 対象でガソリン車などは燃料税のまま）、フリート
車両から変換（最初はタクシー、レンタカー、小型トラッ
ク配送車両から始め、最終的には全車両が対象）の3つと

¹⁴ https://stop-ulez.com/ulez-camera-locations/
¹⁵ FHWA https://ops.fhwa.dot.gov/ubarm/
¹⁶  https://caroadcharge.com/media/hawhi1li/ruc-america-ten-year-strategic-plan-12082022_508.pdf

図表6－4　 STFSA パイロットプロジェクト参加州* 15

図表6－1　 ITS技術を使ったRUC機器の例：
ノルウェー産業技術研究所（SINTEF）資料* ⁵から
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　#2. 車重ベースの RUC は、道路利用量と利用費用の間
に、より透明性の高い結びつきを提供する可能性が
ある。

　#3. 料金設定や料金報告の様式は一律である必要はない
が、一律の場合はトラック事業者側と自動車局側の
双方で管理コストを大幅に削減できる可能性がある。

　#4. カナダ及び州間での既存の料金決済情報の交換枠組
みがRUCでも適用可能であるが、データの完全性や
プライバシーの観点から交換所（Clearinghouse)の
役割と責任の明確な定義が、更なるテストを通じて
必要である。

B-3）  MBUFA（Mileage-Based User Fee Alliance）：2010
年に設立された非営利団体（NPO）。MBUF/RUCの
啓蒙活動や広報活動を行っている。

C-1） オレゴン州（RUC Americaをリードする州）での導
入例

　米国での燃料税（主に州税だが連邦税も含む）は州毎に
賦課されている為、前述の通りRUCは原則州毎に実施さ
れる。ここでは米国で最も早くRUCを実導入した（2015
年）オレゴン州の具体例を挙げる。なお奇しくもオレゴン
州は米国で最も早く（1919年）燃料税を導入した州でもあ
り、同州ではフロンティア精神の継承を自賛している。
　OreGoという名称のRUCは、2001年に正式に検討が開
始され、3 回に渡る実証実験を経て 2015 年から導入され
た。導入と言っても燃料税を廃止した訳ではなく、乗用車
は道路利用料を燃料税に代わりRUCで支払うことも正式
に可能になったということである。オレゴン州運輸局の
ホームページ*¹⁸によると、本稿執筆時点で700名、2,100
台がRUC利用登録しているとのことであるので、利用率
は低いのだが、最新の報告書*¹⁹によると2026年7月から
RUC義務化を段階的に、一部の道路利用者から始めるこ

なっている。 
　文書の最後に12点の結論が記されているが、次の2点が
興味深い。（実証実験などでの）体験によって人々の受容度
が好転すること。及び、進化する技術の予期と適用、つま
り、現在多く利用される車両OBD2ポートへ機器を接続す
る方法から、新車装着のコネクティッド機能利用やブロッ
クチェーン技術を使う方法など、プライバシー保護やセ
キュリティ面で更に安全で安心となる技術の利用を将来想
定すべき、と述べている。

B-2） The Eastern Transportation Coalition （TETC：東
部交通運輸連合*¹⁷ ） 

　 TETC は 1990 年代の米国における初期 ITS プログラ
ム I-95 回廊（corridor）で集まった東部 5 州（フロリダ、
ジョージア、ノースカロライナ、サウスカロライナ、
ヴァージニア）連合に始まり、現在では18州（ワシントン
DCを含む）がメンバーとなっている。
　TETCはその複数ある活動の中の一つとして、2018年
から前掲の連邦政府によるSTSFAプログラムの下、特に
トラック事業者の声を全米のRUC議論へ反映させる目的
を持った活動を行っている。2022年には3回目の導入実験
として6～11月の半年間、カナダ及び州を跨ぎ通行するト
ラックへのMBUF（Mileage Based User Fee=RUC）の導
入実験 ITP（International Truck Pilot）を実施し、2023年
9月に最終報告書を発行した。
　最終報告書の中の主な調査結果は、
　#1. RUCは、車重、燃料の種類、国際移動、運行形態に

関係なく、すべての商用車へ適用できる。

距離制利用者料金 2022 年 
州間トラック導入実験の概要と最終報告書 

¹⁷ https://tetcoalitionmbuf.org
¹⁸ https://www.oregon.gov/odot/Programs/Pages/OReGO.aspx
¹⁹ https://www.myorego.org/wp-content/uploads/2023/07/Road-User-Fee-Task-Force-Report-to-the-Oregon-Legislative-　
   Assembly-2023.pdf 
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とを検討しており、その一部利用者とは高額所得者となる
可能性が高いとのことである。
　 OreGo 利用によるメリットは、燃費が 40MPG(Miles 
Per Galon)つまり約17.0 km/Lの車、または電気自動車の

利用者が高く享受できる。図表6−5でOreGo登録者が毎
年支払う自動車登録料における基準登録料（43ドル/年）
からの減額措置を示す。（2024年3月時点）

　いずれの管理者においても、走行距離別料金のベースと
なる情報の管理者への報告は、管理者から提供される車両
OBD2ポート*²¹へ接続する機器（図表6−7参照）と*²²、
セルラー無線（4Gなど）を通信手段として用い、報告情報
として走行距離が車両搭載のGPSから入手可能な場合は
そこから、GPSを利用しない場合はオドメータ（走行距離
計）からのデータを使う。RUC料金との相殺対象となる支
払済み燃料税は、燃料消費量が車両で給油量データが得ら
れる場合は前述の走行距離をベースに計算し、同データが
得られない場合は、走行距離と登録車両毎の登録済み基準

燃費に基づき金額計算を行い報告する。（給油全体の燃料
価格は業者やスタンドにより異なるが、ガロン当たりの課
税額は州内では一定であるため計算が可能）

図表6－5

図表6－6

登録車両の燃費
OreGo未登録 OreGo登録 減額率

4年分前払 2年分前払 4年分前払 2年分前払 4年分前払 2年分前払

約17km/L 以上 $304 $152 $172 $86 56.6% 56.6%

EV（排ガスゼロ車） $612 $306 $172 $86 28.1% 28.1%

　注）OreGoを期間中途で解約する場合は、減額分の返却が必要

　OreGo利用者は、1マイル当たり19セント/ガロン（約
5セント/L）のRUCを支払う。ガソリンなど給油時に支
払った燃料税は、後述する方法でRUCと相殺される。燃
料税支払金額がRUC支払額を超過した場合は、その超過
分については利用者へ還付されるが、還付については今後

の見直しが検討されている。
　OreGo利用方法*²⁰は、図表6−6に示す夫々利用内容に
特色のあるRUC口座管理者（Account manager）を選ぶこ
とから始まる。（執筆時点）

²⁰ Get started | MyOReGO　https://www.myorego.org/get-started/
²¹  OBD（On-Board Diagnostic：車載器による車両＜故障＞診断）は、SAE（国際自動車技術者協会）と EPA(米国連邦環境局)が1980

年代に提唱し、1991年にカリフォルニア州で新車装着が義務付けられた、車両診断情報を外部機器へ提供するための接続インター
フェースである。1994年には車両データ情報の増加他を取入れた新仕様のOBD2となり、1990年代末までに全米の州で新車への
装着が義務化された。日本では米国に遅れること15年、2009年以降の国産新車へOBD2搭載が義務化され、2024年10月から（輸
入車は2025年11月から）OBD（正確にはJ-OBDII）を用いた車検が義務化されている。

²²  過去の実証実験では、目視による車両オドメータ（距離計）数字の書面による郵送などが試されたが、これら経験や ITC 技術の発
展を踏まえ、車両 OBD2へ接続する機器による報告のみとなった。

図表6－7　OBD2ポートを利用する車載機器イメージ
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図表6－9　DSRCからGNSSへの移行 *²⁶

（2)欧州
　欧州には世界初の有料高速道路供用（1925年）とETC導
入（1988年）を行ったイタリア、世界初のGNSSを利用し
た走行距離に基づく料金収受を導入（大型車のみ）したド
イツがあり、影響を受けた欧州各国はその後に高速道路の
有料化やETC導入を各国独自に進めていった。

　EU成立に伴いEU各国間の交通が自由となり、他国の
自動車による自国道路の交通が増加したことで、インフラ
利用の受益者負担原則により、自国の道路関係費用や渋
滞・大気汚染対策費用を他国の通行車両へも求める考えが
強く支持されるようになっていった。その結果、EUとし
て域内の道路利用と費用負担のルールが必要となり、1999
年にEU指令(EU Directive 1999/62/EC)が制定された。

　この指令は、課金の対象車両を重量12トン超の大型貨
物車に限定し、対象道路は基本的には図表 6 − 8 に示す
EU制定の「TEN-T 欧州横断輸送ネットワーク」となって
いる。課金方法は2つの方式が認められており、一つはビ
ニエット方式と呼ばれる通行証のようなステッカーや電子
タグを車両へ貼付けるなどして、年・月・週・日各単位な
どで課金を行うもの。もう一つは、走行距離に応じた課金
である。

図表6－8　欧州横断輸送ネットワーク（TEN-T: Trans-
European Transport Network）*²³（2024年3月時点）

　欧州域内では国境を超えての交通があることから、比較
的早期にETCを念頭においた欧州標準化機構(CEN)によ
るDSRC（Dedicated Short Range Communication: 専用狭
域通信）の標準化検討が1992年に開始され、その後にISO

（International Standards Organization: 国際標準化機構）
での標準化や、ITU（International Telecommunication 
Union:国際電気通信連合）での電波周波数（5.8GHz帯）の
標準化まで進んだものの、実用アプリケーションとして
ETC含む電子課金システムは各国各様となり、欧州域内で
の相互運用は進まなかった。
　このためEUは課金システムの標準化と相互運用を進展
させるために、先のEU指令を2004年に改正し（Directive 
2004/52/EC)、料金収受業務を行うEETS（European 
Electronic Toll Service)の制度化や、システムの技術要件
としてGNSS、セルラー通信、DSRCの中から1つ以上の
採用を各国へ義務付けた。
　しかしこの改正指令によっても、各国の EETS 認証審
査や要件の違いや、租税又は料金による徴収手続きの違
い、技術仕様の違い他などの要因により、EETSを通じた
相互運用は遅々として進まなかった。このためこれら要因
に対する改善策を盛り込んだ更なるEU指令の改定が、前
回の指令から15年を経た2019年に制定された（Directive 

（EU)2019/520)。
　本改正指令では、GNSS利用の推奨やDSRC通信技術の
改善、違反取締りのための自動ナンバープレート読取装置
標準化なども含まれるが *²⁴ 、特筆すべきは、前回指令後
に成立した欧州グリーンディール／地球温暖化対策政策の
反映である。内容としては、CO₂排出だけではなく大気汚
染や騒音などの外部費用を汚染者負担の原則に基づき道路
利用者へ課金するため、大型貨物車の道路料金をビニエッ
ト制から走行距離に応じた課金へと移行し、2026年以降
には乗用車など大型貨物車以外へもCO₂排出量等を加味
した走行距離に基づく課金設定を義務付けていることなど
である*²⁵。 

²³ https://www.oregon.gov/odot/Programs/Pages/OReGO.aspx
²⁴  https://joinup.ec.europa.eu/collection/rolling-plan-ict-standardisation/european-electronic-toll-service-eets
²⁵  2022/3/25の指令発効の2年以内に各国での法令整備義務付け。https://www.nikkoken.or.jp/pdf/publication/2022j/2022j-p024.pdf
²⁶ Mr Norbert Schindler, GNSS Consulting社 創立者 CEO：ITS 欧州会議 2023 リスボンでの発表資料から。
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-1.EU指令のドイツでの実現例
　原稿締切日の都合上、ドイツ以外の例まで広げることは
できないが、恐らくドイツがEU指令実現の先頭を走って
いると推測される。

　2005年以降、車重7.5トン超のトラックに対しインフラ
整備負担を目的とした走行距離ベースの課金を行ってきた
が、2023年12月からCO₂排出量、大気汚染や騒音、新重
量基準（積載可能重量を含めた車重）などを加味した課金
へと移行している。更に2024年7月からは3.5トン超のト
ラックへの課金対象拡張が決まっている*²⁷。図表6−10
にその料金表の例を示す。なお、インフラ整備部分の料金
については、従来は連邦道路整備の為の特定財源であった
が、これを自動車から鉄道へのモーダルシフトを促すため
にも、新たに鉄道改良の為の財源としても利用するようで
ある*²⁸。

（3）欧米以外でのRUC導入・導入検討事例：
　原稿締切日の都合で本項も割愛せざるを得ないが、オー

（単位）ユーロ (100セント）/ km
図表6－10　ドイツの走行距離単位有料道路料金（2024年7月1日からの料金）　単位：ユーロ

出所：https://www.toll-collect.de/en/toll_collect/bezahlen/maut_tarife/p1745_mauttarife_07_2024.html  

ストラリアのビクトリア州、ニュージーランド、シンガ
ポールなどで既に RUC を導入または導入検討が行われ
ている。また中国については、EV 車（新エネルギー車
NEV）に対しコネクティッドによるデータアップロードが
既に義務付けられていることなどから、その車両数、国土
の道路ネットワークの大きさの点で、RUCが導入された
場合は圧倒的なスケールメリット（後述）によるRUC大国
となることは明らかと思われる。

（4）日本のRUC導入は欧米より容易：
　下の点で日本は欧米と比べ、RUC導入が容易であると
考えられる。
a） 国外からの車両通行がない：EUではその域内国間及び

域外からの通行車両、米国においても他州、カナダや
メキシコからの通行車両に対する課金について、州間
や国家間における交渉・調整・制度統一などの課題が、
技術の標準化などよりも困難な障壁であるが、それら
課題は日本では存在しないに等しい。

CO₂ 排出種別 重量と車軸数 Euro排ガス種別 インフラ整備部分 大気汚染部分 騒音部分 CO₂排出部分 合計

1 3.5トン超
Euro 1と0 0.052 0.102 0.014 0.080 0.248
Euro 2 0.052 0.098 0.014 0.080 0.244
Euro 3 0.052 0.079 0.014 0.080 0.225
Euro 5 0.052 0.055 0.014 0.080 0.201
Euro 5とEEV1 0.052 0.043 0.014 0.080 0.189
Euro 6 0.052 0.011 0.014 0.074 0.151

7.5トン以上 同上
12トン以上 同上
18トン超3軸まで 同上
18トン超４軸 同上
18トン超5軸以上 同上

2～7 同上の分類

記載省略

²⁷ https://www.toll-collect.de/en/toll_collect/tc_homepage.html
²⁸  https://www.nikkoken.or.jp/pdf/publication/2022j/2022j-p024.pdf

b） 租税や料金徴収の主体（例：欧州のEETS）決定と国民
からの信頼：日本では既に都道府県を跨る高速道路の料
金徴収主体や機器が存在しており、仮に高速道路以外の
幹線や一般道までRUC導入を進めた場合においても、
欧米と比較してその徴収主体や手段の決定は比較的容
易と考えられる。また、料金収受時における利用者の位
置情報ほか個人情報へのプライバシーやセキュリティ
への懸念は、日本でのETC装着率や利用率、最近のス
マートフォンによる位置情報提供率の高さなどから、こ
れら機器普及以前と比較した場合、克服不可能な導入障

壁となる可能性は低いと考えられる。

c） スケールメリットと自動車OEMへの期待：RUC導入に
あたりシステムや車載機器の費用を抑えることは重要
な課題である。それら費用は中央システムにせよ車載機
にせよ、利用者数の数が多ければ多いほど、それらへの
投資費用はスケールメリットとして利用者一人当たり
の負担が少なくなる。単純に自動車保有台数で比較する
と、欧州最多の保有国ドイツで約49百万台、米国最多の
カリフォルニア州で約35百万台であるが、日本は約78
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　ITS世界会議は、1994年に第1回のITS世界会議がフラン
スのパリで開催されて以来、開催地を欧州、アジア太平洋、
米州の3地域として持ち回りで順に開催されている。ITS世

図表6－11　自動車走行総合管制システム : CACS実証実験 ＊²⁹

1）ITS世界会議

① ITS世界会議について

²⁹  1977年10月から1978年9月に実証実験を実施。1979年にはプロジェクトの成果を普及促進するために、経済産業省（当時は通商産業
省）所管の財団法人自動車走行電子技術協会（略称JSK）が設立され、2003年に日本自動車研究所（JARI）へその活動が統合された。

³⁰  筆者存命中の日本におけるRUC導入や究極のITSプラットフォーム実現は、欧米でのRUC導入検討と準備期間から考え困難であ
ることが予見できるが、実現した場合は、2024年4月から再開予定のNHK番組「新プロジェクトX～挑戦者たち～」 で紹介される
ような歴史的プロジェクトになると筆者は考える。 

百万台であり、単一マーケットとしての日本の優位性は
現時点においては明らかである。（将来EU域内や米国で
統一マーケットが成立した場合は、日本市場の優位性
はなくなる。）一方、日本は欧米と同様に複数の自動車
OEMを有しているため、ETCやコネクティッド車載機
と同様に、理想的とされるRUC車載機の日本国内用新
車への装着が期待できる他、海外生産や輸出用の装着

　においても、日本への導入経験などを活かした（＋その
　地域に応じた）新車装着の実現が期待できる。

d） その他：日本独自の準天頂衛星「みちびき」によるGNSS
（人口衛星による位置測位システム）高度化など、ITS
を含む科学技術に対する日本政府の取組みは前向きで
ある。みちびきが日本以外のアジア太平洋地域も一部
カバーしていることから、日本以外の RUC 導入へも
GNSSの点で貢献できる可能性がある。

4） 最後に：RUCが究極の ITSプラットフォームと
なる可能性

　日本の ITS は今から約 50 年前の 1973 年に、当時の通
商産業省による研究プロジェクト「自動車走行総合管制

システム： CACS=Comprehensive Automobile Control 
System）」から始まったと筆者は考えている。携帯電話
や GPS、デジタル地図はおろか PC も存在しない時代に、
CACSは双方向路車間通信により、管制センターが渋滞な
どの交通状況に応じて及び渋滞を作り出さないように、個
別車両に対し最適な経路を案内するという画期的なシステ
ムであった。（公共交通であるバスの交通信号最適化制御な
ども含んでいた。）言わば航空管制システムの道路交通版
である。
　この路車間通信／路車協調という発想は、自動運転
実用化が見えてきた 50 年後の現在も ITS の根幹を成す
が、RUCが実現する場合、上述の財源や環境対策に加え、
CACSで目指したインフラ制御による道路交通流円滑化と
いう究極の姿を視野に入れることができる。車両の自動交
通制御は、それこそRUC導入よりもハードルが高いこと
は明白であるが、自動運転車両、特に物流用の自動運転車
両に対しては、ドライバー運転の自家用車などへの制御適
用と比べてそのハードルは高くないのではないかと思われ
る。是非日本が世界に先駆け究極のITSを実用化し、世界
のモデルとなる将来を待ち望みたい*³⁰。 

界会議は、ITSに関わる産官学の関係者が一堂に会し、専門
家会議・展示・デモンストレーション等を通して、時宜を得
た議論を行い、課題を抽出し、技術開発・普及促進への道
筋をつける場として機能してきた。初回会議開催当時は主に

2. 国際活動
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② 三極の連携
　ITS Japanは、ITS America及びERTICO-ITS Europe

（以降ERTICO）と覚書を締結し、三極共同でITS世界会
議の開催に携わっており、会議の質向上を図るため、三
極で戦略目標を共有して企画・運営を推進している。戦
略目標は、政策立案者・一般市民等幅広くITSに関係する
ステークホルダーへ訴求すること、すべての輸送手段を対
象とすること、参加国数の拡大を図ること、論文の質向上
を追求すること、及び出展者のビジネスに寄与することに
よって、ITS世界会議の付加価値を高めることである。
　企画立案に当たっては三極での連携を強化及び効率的
に推進するために、ITS Japan、ITS America、ERTICO
それぞれのCEO（Chief Executive Officer）で構成する

「3CEO会議」を毎月実施して方向付けを行い、国際プログ
ラム委員会（IPC：International Program Committee）で
世界会議のプログラムの細部の調整、最後に世界会議理事
会（WCBOD：World Congress Board of Directors）で機
関決定する、というプロセスを採用している。

三極3CEOの写真：左からITS AmericaのLaura Chase氏、
ERTICOのJoost Vantomme氏、ITS Japanの山本専務理事。

図表6－12

③ 第29回 ITS世界会議2023蘇州
-1 概要
　2007年の北京大会以来16年振りに中国で開催された第
29回ITS世界会議は、2023年10月16日（月）～20日（金）
迄の 5 日間、中国江蘇省の主要都市蘇州で開催された。
2022年12月7日迄続いた中国のゼロコロナ政策の影響も
あり、特に海外への事前のプロモーション活動が大きく制
限されたこと等により、結果的に欧米からの参加が少なく
残念ながら中国中心の世界会議となった。日本からは、政
府代表の総務省荻原電波部長をはじめ、関係府省庁からご
参加頂き、日本政府のITSの取組みをセッションや展示を
通してPRすることが出来た。また、日本からの参加者数
は中国に次ぐ第2位を確保すると共に、展示ではJapanパ
ビリオンに加えて6社に単独出展頂き、中国に次ぐプレゼ
ンスを示すことが出来た。また、衆議院議員の中根一幸先
生、上海総領事・大使の赤松秀一氏にもご参加頂くことが
出来、日本のITSの取組みと中国のITSの現状についてご
理解頂くことが出来た。以下に、2023年12月に会員向け
に報告したスライドから関連部分を掲載する。

回 開催年 国名等 都市名

1 1994 フランス パリ

2 1995 日本 横浜

3 1996 米国 オーランド

4 1997 ドイツ ベルリン

5 1998 韓国 ソウル

6 1999 カナダ トロント

7 2000 イタリア トリノ

8 2001 オーストラリア シドニー

9 2002 米国 シカゴ

10 2003 スペイン マドリード

11 2004 日本 名古屋

12 2005 米国 サンフランシスコ

13 2006 英国 ロンドン

14 2007 中国 北京

15 2008 米国 ニューヨーク

16 2009 スウェーデン ストックホルム

17 2010 韓国 釜山

18 2011 米国 オーランド

19 2012 オーストリア ウィーン

20 2013 日本 東京

21 2014 米国 デトロイト

22 2015 フランス ボルドー

23 2016 オーストラリア メルボルン

24 2017 カナダ モントリオール

25 2018 デンマーク コペンハーゲン

26 2019 シンガポール シンガポール

2020 新型コロナウィルス影響のため中止

27 2021 ドイツ ハンブルグ

28 2022 米国 ロサンゼルス

29 2023 中国 蘇州

30 2024 UAE ドバイ

31 2025 米国 アトランタ

32 2026 韓国 江陵

33 2027 英国 バーミンガム

道路における交通運輸の安全や輸送効率化が議論の対象で
あったが、その後、鉄道や海運も組み合わせたマルチモー
ダルな輸送が加わり、近年では交通運輸よりも更に広い「移
動」全体や、スマートシティと関連深いことから街づくりま
で視野に入ったテーマが会議で議論されてきた。
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ERTICO会長 総務省 荻原電波部長
（日本政府代表）

リボンカット式（開会宣言）

会場の様子

山本 ITS AP 事務局長

中国交通運輸副大臣 蘇州市長 パフォーマンス
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＜ ITS Japanが主催した日本政府の ITSの取組みを訴求するセッション SIS11＞

デジタル庁 麻山参事官

国交省道路局 和賀室長

警察庁 池内参事官

国交省自動車局 林室長

総務省 増子室長

内閣府 下川政策調査員

経産省 京藤課長補佐

ITS Japan 茨田常務理事
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 -2  中国の ITSについて
　Plenary Session(3)とExecutive Session(12)の登壇者
の内、中国からの登壇者が45%を占めた。中国のITSに

ついては、本稿2.4）で詳細を解説する。
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④ 第30回 ITS世界会議2024ドバイの準備状況

　第30回のITS世界会議は、2024年9月16～20日の日程
で、「Mobility Driven by ITS」をテーマに、ITS世界会議
始まって以来初の中東での開催となる、アラブ首長国連
邦（UAE）ドバイ首長国ドバイ市で開催される。主催は、
ERTICOのサポートの下、ドバイ道路交通局 Roads and 
Transport Authorities（RTA）。RTAは2023年12月に

「Digital Strategy 2023-2030」を発表。同Strategyの主た
る目標は、金融テクノロジーを利用したモビリティを可能
にすること、デジタルサービス率を95%に拡大、50のAI
ユースケースの開発等。総額16億AED（約640億円）の予
算で82のプロジェクトだが、ITS世界会議の場で、交通
に関連するいくつかのプロジェクトが紹介される予定。皆
様のご参加を、お待ちしております。

テーマ：Mobility Driven by ITS
会期：2024年9月16日（月）～20日（金）
会場：Dubai World Trade Center
主催：RTA（ドバイ道路交通局）
トピックス： Innovation in Mobility & Logistics, Clean 

Mobility, Urban Mobility, Automated 
Mobility

テクニカルビジット： Enterprise Command & Control 
Center, Dubai Silicon Test Hubs,                     
Dubai Intelligent Traffic Systems 
Center, Self Driving-GM Cruise他

2）ITSアジア太平洋地域（AP）フォーラム

① ITSアジア太平洋地域（AP）フォーラムについて
　ITS Japanがその事務局となり、アジア太平洋地域の
ITS組織が覚書を締結してITS Asia-Pacific（ITS AP）を
1998 年に発足させている。ITS AP は各 ITS 団体 1 名か
らなるITS AP理事会（APBOD：Asia-Pacific Board of 
Directors）を年2回（必要に応じ年2回以上）開催して重要
事項を決定する。ITS APは、地域共通課題を共有するこ
と、協力して課題解決を模索すること、国際機関と連携し
具体的なITS展開の道を探ること、そして、協力して次世
代のITSを担う人材育成を推進することをミッションとし
ている。2023年2月現在の加盟国・地域は、中国・タイ・
マレーシア・シンガポール・インドネシア・オーストラリ
ア・ニュージーランド・香港・台湾・韓国及び日本の11
か国・地域となっている。今後、これまでITS APの拡大
のためITS組織の設立を支援してきたベトナムやフィリピ
ンとの関係深化を改めて図ると共に、インドやイランにお
いて新たなITS組織設立の動きもあり、ITS AP事務局と
してメンバーと意思疎通を図りつつ動向を注視している。
　このITS APの活動の中で最重要と位置付けられるのが
アジア太平洋地域（AP）ITSフォーラムである。ITS AP
フォーラムは、ITS 世界会議がアジア太平洋地域以外で
開催される年に開催し（図表6−13を参照）、当該地域の
ITS関係者に情報交換・意見交換の場を提供すると共に、
開催国のITS普及促進のための場として活用することを目
的としている。

会場とドバイ国際空港

会場のDubai World Trade Center
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べき特徴がある。1）同国初の本格的な交通運輸インテリ
ジェント化に関するイベントであること、及び2）2024年
8月に首都移転が予定されているカリマンタン島（ボルネ
オ島）ヌサンタラ市で導入を目指す新たな交通施策・技術
のPR及び技術コンペの場として本APのフォーラムを活
用すること。後者については新首都での交通担当責任者
が本APフォーラムの組織委員に入っており、パークアン
ドライド（P&R）を用いた新首都への乗用車乗入れ禁止、
P&R拠点から街中への自動運転電気車両の運行、街中で
の自転車や電動キックボードなどのマイクロモビリティ利
用を想定した道路・歩道づくりなどの計画が披露される予
定とのこと。2024年2月にITS AP事務局としてジャカル
タを訪問し、開催事前打合せや会場視察を行った他、現地
メディアとの会見を行った。

・ テーマ  : Transformation 
Towards a Sustainable and 
Intelligent Urban Mobility

・会期：2024年5月28～30日
・公式ホームページ：
　https://www.its-asiapacificforum2024.com
・会場：ジャカルタ・コンベンション・センター （JCC）
・Organizer：ITS APF 2024 Committee
・組織委員長：Farchad Mahfud（MRT Jakarta）
・会議テーマ（4つ）：

- City of Tomorrow: Smart Infrastructure & Urban 
Planning 
- Riding into the Future: Urban Mobility’s New 
Frontiers
-Eco-Mobility: Navigating the Sustainable Path
-Smart Moves: Urban Mobility‘s Digital Evolution

②  ITS APフォーラム2024ジャカルタ準備状況（2024年
2月時点）

　第19回ITS AP Forumはインドネシアの首都ジャカル
タで2024年5月28～30日に開催される予定である。同国
で初めて開催されるAPフォーラムであるが、次の特筆す

回 開催年 国名等 都市名
1 1996 日本 東京
2 1997 オーストラリア ケアンズ

1998 − −
3 1999 マレーシア クアラルンプール
4 2000 中国 北京

2001 − −
5 2002 韓国 ソウル
6 2003 台湾 台北

2004 − −
7 2005 インド デリー
8 2006 中国 香港

2007 − −
9 2008 シンガポール シンガポール

10 2009 タイ バンコク
2010 − −

11 2011 台湾 高雄
12 2012 マレーシア クアラルンプール

2013 − −
13 2014 ニュージーランド オークランド
14 2015 中国 南京

2016 − −
15 2017 中国 香港
16 2018 日本 福岡

2019 − −
2020 − −

17 2021 オーストラリア ブリスベン
18 2022 中国 成都

2023 − −
19 2024 インドネシア ジャカルタ
20 2025 韓国 水原
21 2026 − −

図表6－13
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B） 韓国・モビリティ革新についての ITS国際セミナー
　韓国・国土交通省主催のセミナーへ招待参加し、日本
のITS近況報告を行った。（他に中国、インドネシア、マ
レーシアなど計7カ国・地域のITS推進団体からも報告。）
また、テクニカルツアーとして、2025年にAPフォーラム
が開催される水原市のフォーラム開催予定会場の視察と救
急車用優先信号システムのデモ体験、更にソウル市で自動

運転運行管理センターの見学と自動運転車試乗を行った。
・日時：2023年9月4日（月）～5日（火）
・場所： 韓国ソウル・インターコンチネンタルホテル

Coex
・参加者： 江陵市長、水原市副市長、国交大臣補佐、民間

企業　計約80名

3）その他

A） ITS欧州会議2023リスボン
　ERTICO-ITS Europeが主催するITS欧州会議へ参加し
セッション聴講他を行うと共に、会期中に会場で実施され
たITS世界会議理事会へ出席した。聴講内容は国際委員会
で報告実施。
・日時： 2023年5月22日（月）～24日（水）　（ITS世界会

議理事会：5月23日）

・場所： ポルトガル　リスボン・コンベンション・セン
ター

・参加者： 約2,500人（59カ国）
・セッション数 113、約400名の登壇者、出展者数 83、
　スポンサー数 12、メディア 1

リスボン市長挨拶

自動運転車両デモ バスも路面電車も観光客で満員 展示会場風景

現地メディアとの会見風景 会場での集合写真
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水原市の ITS導入経緯

水原市コンベンション・センター

救急車用優先信号システム

ソウル市自動運転運行管理センター

信号情報を利用した自動運転

C）2023 Smart City International Forum on ITS

　2023年3月29日（水）に台湾の台北市で開催されたITS
台湾主催の標記の国際会議に於いて、ITS Japanの山本専

務理事がキーノートスピーカーとして招かれ、価値ある移
動の創造をテーマに講演を行った（オンライン参加）。
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限公司　李 全 発　董事長・総経理、行雲数聚
（北京）科技有限公司　陳 霖　副総経理　（日本
側）国土交通省道路局ITS推進室 和賀室長、三
宅係長、（一財）道路新産業開発機構（HIDO）半
田審議役、ITS・新道路創生本部 渡部本部長、

（一財）ITSサービス高度化機構（ITS-TEA） 小
河常務理事、企画調査部 企画渉外室 西野室長、
ITS Japan 国際委員会 尾﨑委員長（名古屋大・
教授）、山本専務理事、白𡈽常務理事、山田常
務理事、茨田常務理事、世木部長、尾崎担当部
長、岡田氏、許卉氏

4）中国における ITS

（1）第18回中国 ITS年会の開催概要
　年に1回開催される中国ITS年会（ITS China Congress）
は、「創新（=イノベーション）・協同・持続可能な発展」を
テーマに、2023年11月に福建省厦門市で開催された。科
学技術部、公安部、交通運輸部、工業・情報化部、住宅・城
郷建設部、国家鉄道集団公司、民用航空局等のITS関連各
省庁や研究機関、大学、企業から約3,000人が会議に参加し
た。
　年会は、「ハイレベルフォーラム」、「全体大会」、都市、道
路、軌道、水路、民用航空、安全、交通管制、駐車等の「専
門分野会議」、及び ITS 投融資、産業発展、国際協力等の

「総合会議」、そして人工知能、 交通デジタル化管理を巡る
新しい理論・技術・方法を交流する「学術会議」等、50以上
の会議が開催された。
　会議の期間中に、「イノベーションが未来を駆動する」と
いうテーマの展示会と100を超えるチームが参加したITS 
Innovation Challengeも行われた。

ITS Japan会議室での集合写真

一宮道路管制センター 刈谷ハイウェイ・オアシスのスマート IC
（無人ETCゲート）

交流会風景

D）中日 ITS・ETC交流会
　2016年5月開催以来、7年振りとなる交流会を実施し、
中日双方のETC近況につき意見交換を行った。また、交
流会前日には中日本高速道路（株）のご厚意により、一宮
道路交通管制センター及び刈谷ハイウェイ・オアシスのス
マートIC（無人ETCゲート）の見学ツアーを行った。
・日時／場所： 2023年11月29日（水）9:30～12:00／ITS 

Japan事務所
・参加者： （中国側）交通運輸部　路網監測及び応急処置

センター　王 剛　副主任、劉 旭　副主任、梅 
楽 翔　副主任、国道網（北京)交通科技有限公
司　王 華　総経理助理、北京網路智聯科技有
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■ 開会式
　2023年はITS China設立15周年の節目の年であり、会
議は砂絵で幕を開け、過去15年間の協会の活動を振り返
り、各方面からの支援に感謝の意を表した。（ITS Chinaは、
科学技術部、公安部、交通運輸部、住宅・城郷建設部、中国
鉄路総公司、中国民用航空局の発起により2008年に設立さ
れ、ITS分野に関連する企業、機関、社会組織、個人が自
主的に参加する、非営利法人社会組織である。会員数は約
360社。）

■ 期　間：2023年11月16日（木）～19日（日）
■ 会　場：厦門国際会展センター
■ 主　催：ITS China
■ 協　力： 青島海信（Hisense）、国家鉄道 ITS 研究セン

ター、中国電信集団、中国自動車技術研究中
心、公安部交通管理科学研究所、中国民航科学
技術研究院、南京莱斯情報技術、上海電科智能
システム、深セン市都市交通企画設計研究セン
ター

■ テーマ：「イノベーション・協同・持続可能な発展」

写真：ITS China設立15周年記念の砂絵

日程 時間 内容
11月16日 午後 ITS China会員会議

11月17日

9:00～12:00

開会式

ハイレベルフォーラム

表彰式（優秀科学技術賞、優秀人材賞、ITS年
度人物等）

13:30～18:00

全体会議

「2023中国ITSイノベーションチャレンジ」授賞式

「ITS業界シリーズ研究成果」発表式

11月18日  9:00～18:00 都市ITS創新発展フォーラム
―  デジタル・インテリジェンスが都市交通の協同管
理を支援

スマートウェイ建設及び発展フォーラム
―  スマートウェイのイノベーションと高品質発展
水路交通知能化発展フォーラム
―  クリン、スマート、レジリエントな水上交通
知恵民用航空発展フォーラム
―  デジタル化と民航の革新発展　　
通信事業者はITSイノベーションをサポートする
―  クラウド、ネットワーク、セキュリティと交通の融合
道路交通安全フォーラム
―  交通安全の高品質発展
知能網聯車（ICV）フォーラム
―  数（デジタル）駆（駆動）未来・智聯未来

「人工智能+交通」技術応用フォーラム
―  ビッグモデル+交通
交通デジタル化運営発展フォーラム
―  デジタル化トランスフォーメーション
知能軌道交通発展フォーラム　
―  智能・緑色・協同式軌道交通システム
知能網聯自動車（ICV）フォーラム
―  ICV技術の新発展

道路デジタル化発展フォーラム
―  デジタル化道路が運営とサービスを支援

道路交通デジタル化イノベーション応用フォーラム
―  DXによる支援及び価値のある場面の構築
都市立体交通の知能化発展フォーラム
―  天・臨空・地の一体化智能感知と協同制御

ITSとスマートシティ

全国ITS標準化技術委員会年次会議

（学術会議） スマートハイウェイのアクティブ交通管制

（学術会議） マルチモデル式「路・空一体」のITS

（学術会議） 智能協同 強靭向上

（学術会議）  道路交通制御の新理論、新方法、新
実践

（学術会議） 都市交通のシミュレーション

（学術会議） 運転行為の分析及び交通安全評価

（学術会議） 自動運転とインテリジェンステスト

日程 時間 内容

11月19日  9:00～18:00 道路交通制御と最適化フォーラム
―  多主体の協調による共同行動
静態交通管理（駐車）フォーラム　
―  人工知能技術が駐車への活用
ITS青年学者フォーラム
―  デジタル駆動・知能未来
ITS産業発展フォーラム
―   デジタル化・インテリジェント化による産業グレード

アップ
ITS国際協力フォーラム
―  ヨーロッパのITS発展現状と未来

ITSの投融資フォーラム

智能軌道交通発展フォーラム

（学術会議） ICVの交通信号制御の最適化と安全

（学術会議）人工知能とITSイノベーション及び実践

11月17～19日
ITS展示会

第1回目中国ITSイノベーションチャレンジ

11月19日 テクニカルツアー
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　ITSは、交通業界におけるイノベーション実践のホット
スポットと焦点であるだけでなく新しいインフラ建設の
重要な分野であり、デジタル経済の重要な部分でもある。 
我々は、豊富な応用シナリオ、巨大な市場空間、強力なイ
ノベーションの雰囲気など、中国の運輸産業の長所を十分
に発揮し、チャンスをつかみ、勢いに乗るべきである。
　我々は、総合的な交通ビッグデータセンターの構築を加
速させ、データ要素の潜在力を十分に活性化させ、データ
を活用した交通の質の高い発展を促進すべきである。

  工業・情報化部は、ITSコア技術の研究開発を強力に支
持し、新世代の情報技術、先進的な製造技術、原材料技術
と交通運輸システムとの融合を推進し、ITS 産業のイノ
ベーション体系の建設に力を入れ、技術のボトルネックを
突破し、イノベーション成果の社会実装を促進する。

　 ITS Japan から山本昭雄専務理事、ERTICO-ITS 
EuropeからMr. Joost Vantomme CEO、ITSオーストラ
リアからMs. Susan Harris CEO、IEEE-ITS Societyから
Dr. Ljubo Vlacicが録画ビデオによる挨拶を行った。

傅光瓊（交通運輸部　科学技術司　情報化管理処処長）

王力（工業・情報化部　高新技術司処長）

国際組織の代表より挨拶

　
万鋼（中国科学技術協会会長、科学技術部元大臣）

　現在、科学技術革命と産業変革の新しい波の中で、交通
設備と交通インフラはアップグレードを続け、ビッグデー
タは交通イノベーション発展の基礎となり、自動運転は
人々の移動方法を再定義し、「車とエネルギーの連携」、「車
と道路の連携」、「車とクラウドの連携」は、新しい交通シス
テムの発展ビジョンを描いている。
　未来に目を向けると、学際的な交差と学際的な統合の中
で、さらに大きな革新が育まれ発展しており、GPTに代表
される生成人工知能とビッグモデル技術の躍進は、人工知
能が知覚知能から認知知能へと発展する新たな段階に入っ
たことを示し、交通端末の連結と活動のあり方を深く変
え、あらゆる種類の交通ネットワーキングの急速な成熟を
加速し、新世代のインターネットと深く融合することで、
ITSのより素晴らしい発展の未来を切り開く。 
　交通は人間を中心とするサービス機関であり、スマート
化はさらに人間中心を反映すべきだ。 私たちは、すべての
イノベーション主体が新しい分野と新しい軌道の開拓者と
なることを奨励し、すべての関係者が深い人間的配慮と社
会的責任をもって、ITSの持続可能な革新を推進するバッ
クボーンを担うよう導きたい。

開会挨拶
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　交通運輸業は経済社会発展のための基本的、先駆的、戦
略的な産業とサービス業であり、国家戦略に貢献し、経済
社会発展を支え、国家安全を守る任務を担い、人々の幸福
と密接な関係がある。
　国の「高品質発展戦略」、「交通強国戦略」、「イノベーショ
ン発展戦略」、「デジタル中国建設戦略」、「グリーン化・低炭
素化戦略」、「人々の幸福増進」は、ITSに対して新たな要
求を打ち出した。新時代の新たな要求に直面して、ITSは

「より高いハイテク、より良いサービス、より良い体験」の
3つの方向を強調し、アップグレードを加速し、業界の発
展をより高いレベルに推進する必要がある。
　現在、新世代の情報技術の徹底的な利用と業界を越えた
融合が、輸送モードの発展に革命的な変化を促しており、
産業変革に大きな展望をもたらす破壊的な技術が出現して
いるため、ITSシステムの技術体系と内容に大きな変化を
もたらし、新興市場と産業を育成している。 このような状況
の中で、さまざまな交通手段の管理とサービスは、「情報化、
ネットワーク化、智能化、協同化」の方向に発展している。 
　長期的な観点から見ると、自律輸送はITSの発展におい
て最も進んだ段階である。 この段階では、無人・自律的な
意思決定を行う車両が広く使用され、インテリジェントな
インフラが体系化され、対応する自律交通システムは自律
的な知覚と自律的な制御機能を備える。自律交通システ
ムには、自律チップ、オペレーティングシステム、情報セ
キュリティなどの主要なキーテクノロジーが含まれてお
り、イノベーションの空間が大きく、上流から下流まで幅
広い産業チェーンが広がっており、戦略的な新興産業を育
成する重要な分野である。

基調講演ー「新時代の発展と新世代 ITS」　　
黄衛（科学技術部　元副大臣）

ハイレベルフォーラム    過去10年間、中国経済は質の高い発展段階に向かって加
速しており、人々の交通サービスに対する需要はますます
高くなっている。このような状況の中で、ITSは比較的急
速な発展を遂げ、世界最大規模の交通インフラ網の運営を
支えている。 同時に、中国のITSの発展には、突破しなけ
ればならないボトルネックがまだ多くあることも見なけれ
ばならない。 中国はまだ交通強国ではなく、世界最大規模
の輸送インフラネットワークは一流の輸送効率を生み出
していない。 これは、低い輸送効率、高い輸送コスト、高
い環境汚染、システムの弱い回復力、低いサービス品質に
反映されている。 その主な理由は、交通構造に不合理があ
り、各輸送機関間の利点が相補的ではないことである。

　特に、中国は「第九次五カ年計画（1996～2000年）」期間
に、中国のITSシステムアーキテクチャを策定し、現在も
それを運用しているが、技術の継続的な進歩とニーズの変
化に伴い、当初のアーキテクチャは、「サービス能力不足」
という内在的欠陥を露呈している。
　まず、サービス対象を変える必要がある。現在のITSシ
ステムの枠組みでは、交通管理と輸送管理が中心で、管理
意識が強く、サービス意識が弱い。 情報技術の発展に伴
い、旅行者や交通サービス企業はITSシステムに対して新
たなサービス要求を打ち出している。 新世代のITSシステ
ムは、管理型から、管理・移動・サービスを共に重視する形
に移行すべきである。
　次に、サービス機能を変更する必要がある。既存のITS
システムの枠組みは7つの機能分野に分かれている。 技術
の進歩や社会・生活環境の変化に伴い、ITSのサービス機
能には新たな需要が生じている。例えば、自動運転の発展
により、車両のコネクテッド化や路車協調機能が求められ
ている。 当初の7つの機能分野は調整・拡張される必要が
ある。
　現在、中国の交通の発展は新たな段階に入り、交通強国
戦略の実施、新技術の急速な発展、人々の生活の質の向上、

「より良い経験」を満たすためのITSを必要とする。 都市交
通信号制御システムを例に挙げると、情報技術の急速な発
展に相対して、既存の交通信号制御技術と製品の開発が遅
れている。 最も顕著な問題の一つは、既存の交通信号制御
システムは、「ユニットレベル→システムレベル」という設
計アーキテクチャの欠点のために、現在の都市道路のマル
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チ交通情報収集環境に適応できない。自動運転の発展ニー
ズを満たすには、現在の欠点を取り除き、「ユニットレベル
→システムレベル→プラットフォームレベル」のアーキテ
クチャを持つ新世代の交通信号制御システムを構築するこ
とが必要である。特に、従来の「自動車交通にサービスす
ること」から、低速交通と公共交通との両立も考慮し、公
共交通優先と低速交通に優しい環境の形成を促進すること
が必要である。また、渋滞を緩和する等の実際のニーズに
対応し、効率と安全性を考慮し、システム運用のインテリ
ジェンスと信頼性をさらに向上させることが必要である。

　2022年末までに、中国の高速道網総延長は17万キロに
達し、道路網全体の延長は535万キロを超えている。
　2019年、省境界の高速道路料金所の撤去工事は完了し、
1年以内に487ヶ所の省境界料金所が撤去され、48,211本
のETCレーンが改造され、11,401セットの入口重量計シ
ステムと 24,588 セットの ETC ガントリーが設置された。 
料金所撤去前のETC利用者数は1.23億人だったが、撤去
後には約1億人増加し、高速道路の容量は大幅に改善され、
渋滞も緩和された。 

　出口の1日交通量データを見ると、省境料金所撤去前は
2,890万台だったが、現在では3,200万～3,400万台で、休日
には、1日の出口交通量が6,800万台に達した日もあり、1
日あたりの交通量の2倍である。
　現在、各地域がスマートハイウェイの研究とパイロット
建設を推進しているが、「需要を事前に設定」、「大規模と多
機能を追求」、「新しい技術を盲目的に追求」、「システム間の
相互接続が難しい」、「ユーザが利便性とスマートを感じに
くい」、「コストが高い」などの一連の問題も浮上している。 
こうした背景から、交通運輸部の路網監測と応急処置セン
ターは、2022年からETCシステムを利用して、「交通守望
者（TraffiCatcher）」を立ち上げ、上海−昆明高速道路の上
海区間と上海−杭州−寧波高速道路の浙江区間で実験を実
施している。
　基本的なやり方は、「監視・課金・通信」の3つのシステム
の連携を駆使し、路側監視装置を用いて大量のデータや事
件情報を収集し、AI技術を活用・分析し、分析された事件

特別講演―
「交通守望者（TraffiCatcher）」―ETCによる交通情報配信
サービス」　

撤去中の料金所 フリーフロー式ETCガントリー

全体会議

王剛（交通運輸部　路網監測と応急処置センター副主任）

　現在のETCシステムは2.15億のユーザ、8.8万本のETC
車線、2.9万セットのETCガントリー、25万セットのRSU
を持っている。 毎日発生するデータ量は10億件を超えて
いる。
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　次の計画は、純正品の ETC 車載器を CAN バスに接続
し、車載器を介して路側情報をCANバスに送信し、自動
運転用のデータとして車載コンピューティングプラット
フォームに提供する。このように、道路側の感知システム
と自動車の自律走行を組合せることによって、ETCによ
る路車協調を実現する。

中国のETC料金所

金竜バスSmart
GO自動運転展示

厦門市BRTバス

中国自動車技術研究センター　呉志新副総経理
（EVと自動運転の専門家）

各セッションの様子

各種表彰

2023中国 ITS年度人物 「中国 ITS業界発展年鑑」発布式

展示会 テクニカルツアー

情報はETCガントリーを通じて音声や映像をETC車載器
に送信される。 このようにして旅行者によりタイムリーな
交通情報を提供し、道路網全体の安全性を向上する。
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中国主要都市間3時間カバーのイメージ

二つの交通圏

（2）第18回中国 ITS年会を通じて中国の ITS施策を知る
　中国ITS年会は、中国のITS分野で最大規模かつ最も影
響力のある年次業界イベント。 会議で設定された様々な議
題から、中国のITS業界の焦点を理解することができる。
　ITSは、人工知能、モノのインターネット、ビッグデー
タなどの新世代の情報技術を交通輸送と深く融合させた
ものであり、交通の品質と効率を促進する重要な手段で
ある。中国政府はITSの発展を非常に重視し、「現代の交通
機関とビッグデータ、インターネット、人工知能などの新
技術との徹底的な統合を促進し、人々がモビリティを楽
しみ、物資がスムーズに流れることを可能にするために、
ITSの開発に力を入れる」と強調している。ここでは、近年
の中国ITSの施策と取組みを整理する。

①「交通強国建設綱要」
　2019年9月、国務院より中国の交通事業の中長期発展計
画である「交通強国建設綱要」が発表された。

　「建設綱要」は、中国が交通・物流インフラのレベルアッ
プに本腰を入れ、従来の“交通大国”から“交通強国”への
転換を図る全体計画である。具体的に2段階のビジョンを
提起している。

【第1段階】　2021年～2035年、交通強国の地位を基本的
に確立し、「智能・安全・緑色・共有」のレベルが大幅に改善
され、都市交通渋滞が基本的に緩和される。2つの交通圏
の形成を目指す。2つの交通圏とは、
● 「中国123移動交通圏」：都市内通勤1時間、都市群内2時

間到達、全国主要都市間3時間カバー。
● 「グローバル123『快貨』物流圏」：速達貨物の輸送所要時

間を国内1日、周辺国2日、世界主要都市3日内とする。

【第2段階】　2035年～2050年、全国民が満足し、かつ保障
力を備えた世界トップレベルの交通強国を建設する。 交通
インフラの規模と品質、技術と設備、科学技術の革新能力、
智能化と緑色化レベルは世界の最前線にランクされ、交通
安全、管理能力、国際競争力および影響力のレベルは国際
的な先進レベルに達し、国民は優れた交通サービスを享受
する。

　「交通強国建設綱要」における重点推進事業として、以下
の事業が打ち出されている。　

● 高品質な現代的総合立体交通網の建設、便利且つ迅速な
都市（群）交通網の建設、多層級で一体化した総合交通ハ
ブシステムの構築。

   

    

● 新型の運輸・積載交通手段（3万トン級重量積載列車、時
速250キロ高速輪軌貨物列車など）の研究開発強化と智
能網聯自動車（インテリジェント・コネクテッド・ビー
クル、自動運転、車路間協同）の研究開発。
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　将来的に国家レベルの高速道路ネットワーク規模は16
万km前後、一般国道のネットワークは30万km前後にな
る計画となっており、建設完了後、国の高速道路はすべて
の地級以上の行政中心都市と市街地区の人口が10万人を
超える市・県を結ぶようになる。一部の辺境地区を除き、
基本的に県級行政中心部から国道まで15分、高速道路まで
30分、鉄道まで60分以内のアクセスを実現させる。
● 交通安全、インテリジェント化、グリーン化などの面か

ら総合交通の質の高い発展を推進し、管理能力を高めて
いく。

　インテリジェント化についての目標は、2035年までに、
国家総合立体交通網の全要素、全周期のデジタル化を基本
的に実現する。ユビキタスで高度な交通情報インフラを基
本的に構築し、北斗衛星測位システムの時空間情報サービ
スと交通輸送感知を完全にカバーする。スマートトレイ
ン、インテリジェント・コネクテッドカー（スマートカー、
自動運転、路車協調）は世界の先進レベルに達す。

③ 第14次五ヵ年計画（2021－2025年）
　 2021 年 3 月に「国民経済と社会発展第 14 次 5 ヵ年計画

（2021～2025年）と2035年までの長期目標綱要」が公表さ
れた。
　「イノベーション駆動の発展を堅持」、「現代産業体系の
発展を加速」、「デジタル化発展を加速」、「グリーン・低炭素
の発展を加速」等の編の中、交通インフラ整備とITSの内
容に言及している。

界を対象にした運輸ネットワークを整備することなどが計
画綱要の主旨となっている。

国家総合立体交通網の主骨組配置の見取り図
6軸（赤）+7回廊（青）+8通路（黄）

コラム9　デジタル化の利用場面

● ITSの発展に大いに力を入れ、ビッグデータ、インター
ネット、人工知能、ブロックチェーン、スーパーコン
ピューティング等の新技術と輸送産業との深い融合を
促進。

②「国家総合立体交通網計画綱要」
　交通強国の建設を速める為に、 2021年2月、国務院より

「国家総合立体交通網計画綱要」が発表された。

　「国家総合立体交通網計画綱要」は、2035年までに、「便
利でスムーズ」、「経済的で効率的」、「エコ集約型」、「スマー
トで先進的」、「安全で信頼できる」質の高い国家総合立体
交通網を整備し、国内外との相互接続し、国内の主要都市
と立体的にスムーズに繋がり、二つの交通圏（「中国123移
動交通圏」、と「世界123快貨物流圏」を力強く下支えする
ことを目標としている。さらに、交通インフラの品質、イ
ンテリジェント化、エコ化の水準の世界トップクラス入り
を目指す。「綱要」はこれからの整備目標を明確にした。
● 2035年までに、国家総合立体交通網の実体線網の総規

模は合わせて約70万キロに達する。そのうち、鉄道は約
20万キロ（高速鉄道7万キロ、一般鉄道13万キロ）、道路
は約46万キロ（国家高速道路16万キロ、一般国道30万
キロ）、高規格の内陸河川航路は約2万5000キロで、沿
海地方の主要港は27か所、内陸河川の主要港は36か所、
民需運輸空港は約400か所、郵政の配送拠点は約80か所
である。また100の総合交通ハブ都市を建設し、全世界
への輸送ネットワークを整備していく。

　また、効率的な国家総合立体交通網の骨組み（6軸、7回
廊、8 通路構造）の建設を加速させ、実体ライン・ネット
ワークを約29万kmにする。マルチレベル一体化国家総合
交通ターミナルシステムを構築し、世界を対象にした「京
津冀（北京・天津・河北省）」、「長江デルタ（上海を中心とし
たデルタ地域）」、「粤港澳大湾区（広州、深センを中心とし
た9市と香港、マカオ）」、「成渝（成都市・重慶市）」という 4
大グローバル総合交通ターミナルクラスターを建設し、世
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17の国家レベル ICV示範区

01智能交通（ITS）
　自動運転と路車協調に基づく移動サービスを発展させ
る。道路のスマート管理、交通信号の連動、バス優先通行
の制御を普及させる。スマート鉄道、スマート民間航空、
スマート港湾、デジタル航路、スマート駐車場を建設す
る。

④ 「14・5現代総合交通輸送体系発展計画」　
　2022年1月、交通輸送分野における5ヵ年計画「14・5
現代総合交通輸送体系発展計画」が公表された。前述の

「交通強国建設綱要」と「国家総合立体交通網計画綱要」
は、今世紀半ばまでに、交通強国と高品質の国家総合輸送
システムを実現する為の全体的な戦略とマスタープランで
あり、「14・5現代総合交通輸送体系発展計画」は「2つの綱
要」を実施する為の最初の五ヵ年計画である。
　「14・5現代総合交通輸送体系発展計画」は主な発展目
標を以下に示している。

　ITSについて、自動運転、路車協調等の技術開発に力を
入れ、「スマートハイウェイ」の建設をも強調している。京
雄（北京-雄安）、杭紹甬（杭州-紹興-寧波）等のスマート
ハイウェイの建設、ETCの他分野への利用展開、スマー
トウェイサービスエリアの建設、「監視・指揮・制御・応
急・サービス等の機能を備えたスマート路網管制クラウド
プラットフォームの開発」等のプロジェクトが挙げられて
いる。

（3）中国の自動運転試験モデルプロジェクト
　国が ITS の発展を強力に支援している中で、政府は
ITS、特に自動運転技術の発展を非常に重視している。中
国は、クルマ単体による自動運転ではなく、インフラ協調
型の自動運転を目指しているため、自動運転の車は「知能
網連自動車（Intelligent Connected Vihicle、 「ICV」と略
称）」とも呼ばれている。

　ICVが産業化する過程において、試験評価と実証実験は
重要な一環として、各省庁と地方自治体に重視され、2016
年から様々な試験示範区が積極的に整備されている。
　2023年末までに、全国で合計2.2万キロのテスト道路を
オープンし、5,200枚以上のライセンス（試験車用ナンバー
プレート）を発行し、試験走行距離は累計 8,800 万キロと
なっている。
　ロボタクシー、ロボバス、幹線物流（高速道路トラッ
ク）、無人宅配などいろいろな分野で実験を進めている。こ
こでは、国家レベルの試験示範プロジェクトを紹介する。

① 17の国家レベルの ICV示範区
　2015年から、工業・情報化部、公安部、交通運輸部は北
京、上海、無錫、成都、広州、重慶等17地域のICV試験示
範区の建設を支援してきた。  

指標名称 2020年 2025年
鉄道営業総延長（万㎞） 14.6 16.5
うち高速鉄道 3.8 5
道路総延長（万㎞） 519.8 550
うち高速道路 16.1 19
都市軌道交通運営総延長（㎞） 6,600 10,000
北闘（Beidou）衛星測位システムの利用率（%） ≥60 >95
都市新エネルギーバスの普及率（%） 66.2 72
交通輸送分野CO2排出量削減率（%） — 5
道路交通人身事故1万台あたり死亡人数低下率（%） — 12
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　北京市を例にとると、北京市経済開発区全域をコア試験
プラットフォームとして、より多くの自動運転車両を閉鎖
的な試験場から市内の公道へと推進し、応用シナリオを
絶えず拡大している。 現在、示範区には28社の試験車両
企業と800台余りのテスト車両があり、累計試験走行距離

は2,000万キロ以上に達している。北京市経済開発区には、
ロボタクシー、ロボバス、無人トラック、無人清掃、無人
宅配、無人パトロールなどの応用シナリオが設定され、累
計200万回以上の走行が行われ、常態化された移動と生活
サービスを提供している。

北京 ICV示範区の実績

北京市 ICV示範区の各種自動運転車両

北京市内で運営している無人タクシー
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② 7つの車聯網（V2X）先導区（工業・情報化部）　
　17のICV示範区の試験実証の経験を基礎として、応用
範囲をさらなる拡大を促進し、「点から面へ」を実現し、異
業界間の融合とイノベーションに良好な環境を提供する
為に、2019年から、工業・情報化部は7つの「車聯網先導
区（V2X パイロットエリア）―江蘇省（無錫市）、天津市

（西青区）、湖南省（長沙市）、重慶市（两江新区）、湖北省
（襄阳市）、浙江省（德清市）、広西省（柳州市）を選定し、
パイロット実験をしている。
　実験を通して、関連する各主体の自信と経験を強化し、
実用化・産業化が直面する重要な課題を一つずつ解決し、
応用シナリオを充実させ、ビジネスモデルを改善し、全国
規模の展開のために強固な基礎を築いていく。
　無錫市を例にとると、2023年7月現在、約700キロメー
トルの都市道路の 800 ヶ所に対して路側機のスマート化
アップグレードを実施し、400基以上のスマート路側機を
新規配置した。
　公安交通管理データに基づき、車両法違反処理、市政工
事などの情報を提供し、前方交差点のリアルタイム信号状
況、青信号連続通過などのリアルタイム情報の通知、アク
ティブ安全警報、120緊急車両やバスの信号優先を実現し
ている。

　両省庁の計画によると、「双智都市」協同発展の目標は、
スマートシティのインフラ整備を強化し、特定のシナリオ
において異なるレベルの自動運転車両の実証実験を実現
することである。現段階では、主に4つの分野で整備を進
めている。①都市スマートインフラの整備：スマート道路
施設、新エネルギーインフラ、地理情報ネットワーク、情
報通信ネットワーク、伝統的な市政施設の改造促進等が含
まれる。②統一規格で、オープンソースと開放的で、多種
のアプリケーションをサポートする車城網（カー・シティ
ネットワークプラットフォーム）の整備。③自動運転とス
マートシティの多様な実証実験の実施。④標準・制度の整
備。自動運転とスマートシティ・インフラに関連する技術
標準体系を確立する。

③ 「双智（ダブルスマート）」モデル都市プロジェクト　
　2021年4月、「住宅・城郷建設部」、「工業・情報化部」の
2省庁は共同で、「スマートシティとスマートカーの協同発
展第1回目モデル都市の確定に関する通知」を発表し、北
京、上海、広州、武漢、長沙、無錫の6モデル都市を選定
した。「都市インフラの智能化とコネクテッドカーの智能
化を協同で整備することによって、二つの産業の標準化と
高度化を実現する」ことを目指している。そして12月に更
に「重慶、深セン、アモイ、南京、済南、成都、合肥、滄
州、無湖、淄博」の10都市を追加し、全部で16のモデル
都市となった。

湖北省襄阳市の自動運転試験場

無錫市LTE-V2X都市級モデルプロジェクト管制センターと車載機

16の双智モデル都市
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広州市車城網プラットフォーム上海市車城網プラットフォーム

建設済みのスマートハイウェイ

上海S32申嘉湖高速の情報提供

④ スマートハイウェイ実証実験　
　2018年、交通運輸部は、「新世代の国家交通管制ネット
ワークとスマートハイウェイの実証実験」を推進するた
め、北京市、河北省、吉林省、江蘇省、浙江省、福建省、
江西省、河南省、広東省の9の地域を「スマートハイウェ
イのモデル地域」として選定した。

　スマートハイウェイの整備には、①インフラのデジタル
化、②インターチェンジ分合流帯での安全警報、③準全
天候型・全天候型通行の安全早期警報（霧の中での安全誘
導システム等）、④旅行中の交通情報提供サービス、⑤除
氷・除雪システム、⑥電気設備のスマート運用保守と資産
管理システム、⑦スマートサービスエリア、⑧スマートト
ンネル、⑨スマート橋梁、⑩スマート料金所、⑪アクティ
ブ式交通流制御、⑫路車協調等が含まれる。

　 2023 年 3 月の統計によると、中国には 40 本以上のス
マートハイウェイが建設された。

北京 -雄安高速道路管制センター

北京 -雄安高速道路沿線のスマートポール

　2023年3月現在、「双智モデル都市プロジェクト」は段階
的な成果を達成しており、16のモデル都市がカメラ、ミ
リ波レーダー、LiDAR などのセンシング設備や、RSU、
路側コンピューティングユニットなどのインフラを2,000
カ所以上の主要交差点に配備し、24万カ所の5G基地局を

建設し、一部の都市が「車城網（カー・シティネットワー
クプラットフォーム）」を構築し、1,700台のL4自動運転試
験車を配備している。「車城網プラットフォーム」は、「自
動車、道路、都市」に関する膨大な動的・静的情報データ
を集約している。
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おわりに　
　上記の紹介は、国のパイロットプロジェクトにすぎず、
これらに加えて、自動運転に取組んでいる都市は多くあ
り、現在、全国で50以上の都市が自動運転の実証実験政
策を導入している。
　支援政策や法規の面では、中国におけるこれまでの発展
方式は、主に地方政府が模索し、地域の法規を試験的に導
入する方式を採用していた。

　国家レベルでは、2023年に2つの重要な政策が発表され
た。
　①工業・情報化部、公安部、住宅・城郷建設部、交通運
輸部の4省庁は、1年近くにわたる公開協議と修正を経て、
2023年11月に「ICV（インテリジェント・コネクテッド・
ビークル）参入及び路上走行の試行事業に関する通知」を
正式に発表した。この通知は、条件を満たした国が選別し
た自動運転車両（L3とL4）の路上試験を試行都市内の指
定された公道で展開するための申請要件、申請方法等を具
体化したものである。
　②交通運輸部は 2023 年 12 月に、「自動運転車輸送安全
サービスガイドライン（試行）を発表した。「サービスガイ
ドライン」は「適用範囲、基本原則、適用シナリオ、自動
運転輸送事業者、輸送車両、人員配置、安全・セキュリ
ティ、監督管理」などの8つの面で具体的な要件を定めて
いる。
　上述のように、中国の自動運転は国と地方政府から強力
なサポートを受けており、近年急速に発展している。しか
し、技術、コスト、データ、インフラ、法律や規制などの
面ではまだ多くの問題がある。
　特に自動運転業界の最上位法である「道路交通安全法」
には、道路を走行する無人車両に関する規定がまだない。
国のトップレベルの法整備が不足しているため、自動運転
は今のところ規模を拡大することができず、技術の研究開
発と産業化の発展がある程度制限されている。
　中国の自動運転業界は、大規模な商業的応用を加速させ
るために、国家レベルでの法制定と地方レベルでの政策開
放の加速を求めている。

上海S32申嘉湖高速の事件発見と緊急処置対応システム

上海S32申嘉湖高速の重点車両監視
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